
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件各上告を棄却する。

　　　　　　　　　理　　　　由

　被告人Ａ、同Ｂ各弁護人大沼末吉の上告趣意第一点について。

　所論は量刑不当論であるから、刑訴応急措置法一三条二項の規定により、上告適

法の理由とならない。

　被告人Ｃ弁護人安藤国次の上告趣意第一点について。

　所論の、原判示第一の（一）の事実に対するその挙示証拠によれば、原判決認定

の事実を認めることができるのである。したがつて、所論は畢竟原審の採用した証

拠の価値判断を争い延いて事実の認定を非難するに帰するものであるから、論旨は

採るを得ない。

　同第二点について。

　所論は量刑不当論であるから、上告適法の理由とならない。

　よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条にしたがい、裁判官全員一致の意見に

よつて、主文のとおり判決する。
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